
「みんなで取り組む」建設業の保険加入
～平成２４年７月から、新たな取組みがスタートします～

別 添 １

建設業の社会保険未加入対策の一環として、省令等（※）の改正が行われました（H24.5.1公布）。
これを受け、次のとおり、新たな取組みがスタートします。（※） 建設業法施行規則 （昭和24年建設省令第14号）

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成20年国土交通省告示第855号)

（１） 平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。

○ 経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。

（３保険すべてに未加入の場合：現行▲６０点→改正後▲１２０点）

（規則様式第25号の11・第25号の12、告示第1の4の1・付録第2関係）

（２） 平成24年11月より 許可申請書に 保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります

○ 建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、

（２） 平成24年11月より、許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。

加入指導を実施します。

（３） 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

（規則第4条・様式（新）第20号の3関係）

（３） 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

○ 施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企業には、 再下
請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は 営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに 工事現場への
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国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への

立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。

（規則第14条の2・第14条の4関係）



「みんなで取り組む」建設業の保険加入
～社会保険加入の徹底に向けて、関係者が連携して取り組みます～

技能労働者 処 向 建 産業 持続的な 必 な 材 確保

赤字：省令改正等(H24.5.1）
を受けて取り組む施策

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築
目 的

○ 行政、元請、下請など関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。
取 組

①営業所での取組 ②工事現場での取組

発注者

○ 行政、元請、下請など関係者が 体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。

○ 営業所・工事現場での取組のほか、保険加入促進のネットワークを構築して保険加入を推進・支援する。
取 組

許可・更新申請

国土交通省・
都道府県

（建設業担当部局）

建設企業
（申請時）

建設企業

建設企業（元請）

施工体制台帳等を活用したチェック・指導

保険加入の
チェック・指導

保険加入に関する

保険加入の
チェック・評価・指導

国土交通省・
都道府県・

駆け込みホットライン
（建設業担当部局）

通報

発注者

法定福利費の適正な考慮

立入検査・
指導

許可・更新申請

経審申請

厚生労働省
（社会保険担当部局）

建設企業
（営業時）

加入勧奨・強制適用

保険加入に関する
立入検査・指導

未加入の場合の
監督処分

通報

加入勧奨・強制適用

厚生労働省
（社会保険担当部局）

通報

建設企業（下請）

建設企業（再下請）
通報

再下請通知書等を活用したチェック・指導

建設労働者建設企業 建設業団体

就労 管 機
保険の仕組みを

③関係者が連携して保険加入を推進・支援

国 都道府県（財）建設業振興基金 社会保険労務士会

就労履歴管理機関学校・職業訓練機関

保険加入促進ネットワーク保険加入促進ネットワーク

雇用関係の明確化
雇用者の保険加入

保険の仕組みを
理解

保険加入のチェック
システム普及

保険制度の啓発・
優良企業等の情報提供

会員企業に情報提供
加入企業の評価・支援

国国・都道府県
（建設業担当部局）

発注者（財）建設業振興基金 社会保険労務士会

未加入企業に対する
指導・監督処分

受発注者間ガイドライン
の遵守、発注時の考慮

経営改善・保険加入に
関する相談受付

事務手続きの支援

国
（社会保険担当部局）

未加入企業に対する
加入勧奨・強制適用


